
 

議案第４９号 

東郷町個人番号の利用に関する条例の一部改正について 

東郷町個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める

ものとする。 

令和５年８月２８日提出        東郷町長 井 俣 憲 治 

 

説 明 

この案を提出するのは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律の一部改正等に伴い必要があるからである。  

 



 

   東郷町個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例  

 東郷町個人番号の利用に関する条例（平成２７年東郷町条例第２４号）の一部を

次のように改正する。  

 別表第１の４の項を削り、同表に次のように加える。  

別表第２の８の項を削り、同表に次のように加える。  

４ 町長 障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

５ 町長 母子及び父子家庭医療費の支給に関する事務であって規則で定め

るもの 

６ 町長 後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定める

もの 

７ 町長 精神障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

８ 町長 子ども医療費及び学生医療費の支給に関する事務であって規則で

定めるもの 

８ 町長 障害者医療費の支給に関する事

務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 

９ 町長 母子及び父子家庭医療費の支給

に関する事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 

１０ 町長 後期高齢者福祉医療費の支給に

関する事務であって規則で定め

るもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 

１１ 町長 精神障害者医療費の支給に関す

る事務であって規則で定めるも

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 



 

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  

の 医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 

１２ 町長 子ども医療費及び学生医療費の

支給に関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 



 

議案の概要 

１ 改正理由 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の

一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行等に伴い必要があるからで

ある。 

２ 改正内容 

⑴   個人番号を利用する町独自利用事務に福祉医療費（子ども医療費、学生医療 

費、障害者医療費、精神障害者医療費、母子及び父子家庭医療費並びに後期高

齢者福祉医療費をいう。以下同じ。）の支給に関する事務を加えること。（別

表第１関係） 

⑵   個人番号を利用した情報連携の対象に福祉医療費の支給に関する事務及び各 

事務を処理するために利用できる特定個人情報を加えること。（別表第２関係 

） 

⑶   その他所要の規定を整備すること。 

３ 施行期日 

公布の日から施行すること。 


